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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
「
原
爆
投
下
」
へ
の
政
府
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

広
島
及
び
長
崎
に
対
す
る
原
子
爆
弾
の
投
下
に
よ
る
死
没
者
の
数
に
つ
い
て
は
、
広
島
市
及
び
長
崎
市
が
昭
和
五
十
一
年

に
国
際
連
合
へ
提
出
し
た
資
料
に
よ
れ
ば
、
広
島
市
に
お
い
て
は
約
十
四
万
人
、
長
崎
市
に
お
い
て
は
約
七
万
人
で
あ
る
と

さ
れ
て
お
り
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
被
爆
者
援
護
法
」

と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
被
爆
者
の
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
三
月
末
現
在
で
二
十
五
万
九
千
五
百
五
十
六
人

で
あ
る
。
お
尋
ね
の
損
壊
建
物
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
年
の
広
島
県
警
察
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
全
焼
、
全
壊
、
半
壊
以
上

又
は
半
焼
の
被
害
を
受
け
た
建
物
は
約
六
万
八
千
戸
で
あ
り
、
昭
和
二
十
五
年
の
長
崎
市
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
全
焼
、
全
壊

又
は
半
壊
以
上
の
被
害
を
受
け
た
建
物
は
約
一
万
八
千
戸
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
自
然
破
壊
に
つ
い
て

は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

広
島
及
び
長
崎
に
対
す
る
原
子
爆
弾
の
投
下
に
よ
る
被
害
は
、
原
子
爆
弾
の
熱
線
、
爆
風
及
び
放
射
線
に
よ
り
、
広
範
な

地
域
で
多
数
の
人
命
を
奪
い
、
健
康
上
の
障
害
を
も
た
ら
す
な
ど
、
悲
惨
極
ま
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

一



三
及
び
五
に
つ
い
て

当
時
の
交
戦
国
た
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
よ
る
原
子
爆
弾
の
投
下
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
意
見
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る

が
、
同
国
が
い
か
な
る
意
図
を
も
っ
て
我
が
国
に
原
子
爆
弾
を
投
下
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場

に
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
広
島
及
び
長
崎
に
対
す
る
原
子
爆
弾
の
投
下
は
、
極
め
て
広
い
範
囲
に
そ
の
害
が
及
ぶ
人
道
上

極
め
て
遺
憾
な
事
態
を
生
じ
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
人
類
に
多
大
な
惨
禍
を
も
た
ら
し
得
る
核
兵
器
が
将

来
二
度
と
使
用
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
、
核
兵
器
の
な
い
平
和
で
安
全
な
世
界
の
実
現
を
目
指
し
て
、
現
実
的
か

つ
着
実
な
核
軍
縮
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

四
に
つ
い
て

久
間
前
防
衛
大
臣
は
、
政
府
の
認
識
や
見
解
と
同
様
、
広
島
及
び
長
崎
に
対
す
る
原
子
爆
弾
の
投
下
は
、
国
際
法
の
思
想

的
基
盤
に
あ
る
人
道
主
義
の
精
神
に
合
致
し
な
い
も
の
と
考
え
て
お
り
、
原
子
爆
弾
の
投
下
を
是
認
す
る
と
の
趣
旨
で
発
言

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
被
爆
者
援
護
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
（
以
下
「
原
爆
症
認
定
」
と
い
う
。
）
に

二



つ
い
て
の
申
請
者
数
は
五
百
六
十
四
人
、
認
定
者
数
は
二
百
三
十
人
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

原
爆
症
認
定
の
申
請
を
却
下
さ
れ
た
者
が
、
却
下
処
分
の
取
消
し
等
を
求
め
て
平
成
十
五
年
か
ら
集
団
で
提
訴
し
て
い
る

訴
訟
（
以
下
「
集
団
訴
訟
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
国
は
、
却
下
処
分
は
確
立
し
た
科
学
的
知
見
に
基
づ
く
適
法
な
も
の

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
久
間
前
防
衛
大
臣
の
発
言
は
、
七
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
国
の
主
張
と
は
何
ら
関
係
な
い
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
集
団
訴
訟
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
平
成
十
八
年
五
月
十
二
日
に
大
阪
地
裁
に
お
い
て
九

名
、
同
年
八
月
四
日
に
広
島
地
裁
に
お
い
て
四
十
一
名
、
平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日
に
名
古
屋
地
裁
に
お
い
て
四
名
中
二

名
、
同
年
三
月
二
十
日
に
仙
台
地
裁
に
お
い
て
二
名
、
同
月
二
十
二
日
に
東
京
地
裁
に
お
い
て
三
十
名
中
二
十
一
名
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
却
下
処
分
を
取
り
消
す
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
国
家
賠
償
請
求
は
い
ず
れ
も
棄
却
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

そ
れ
ぞ
れ
の
判
決
に
対
し
、
国
は
控
訴
を
提
起
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三



十
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
原
爆
症
の
認
定
基
準
は
、
確
立
し
た
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
を

改
め
る
べ
き
新
た
な
科
学
的
知
見
の
集
積
等
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四


